
塩釜地区消防事務組合・塩釜地区防災安全協会 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

毎年６月の第２週は全国一斉に「危険物安全週間」が実施されます。今年は６月３日（日曜日）から 

９日（土曜日）までの７日間です。この週間は、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発の推進に 

より、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的に創設され、期間中、全国で様々な行事 

等が行われます。 
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平成３０年６月３日（日）～６月９日（土） 



 

 

 

 

危険物安全週間中は、塩釜地区消防事務組合においても 

平成３０年度危険物安全週間推進標語 

「この一球届け 無事故へ みんなの願い」 

をスローガンに、危険物施設への立入検査の強化、通報・消火 

などの訓練指導、リーフレット配布などを行い、危険物に起因 

する災害の未然防止に努めて参ります。 

    平成３０年度危険物安全週間推進ポスターのモデルは、エイ 

ベックス所属の「上地 結衣選手」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『危険物』とは？  

消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。 

１．火災発生の危険性が大きい 

２．火災拡大の危険性が大きい 

３．消火の困難性が高い 

皆さんの身の回りにある危険物を含む商品の安全な使用・保管をお願いしています。 

 

   

 

a危険物事故の発生状況 a 
 
      全国における平成２８年中の危険物施設における事故は５７１件（火災２１５件、流出３５６件） 

死者２名となっており、件数は前年と比べて１１件増加し、依然高い水準で推移しています。 

危険物取扱事業所の事故防止対策としては、法令による規制に併せて、それぞれの施設における 

日常点検の徹底や作業員の安全意識を高めることが重要です。 

 

 

 

私たちの身の周

りには多くの危

険物があります。 

 

 

 


